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県立高等学校重点校制度に係る事業計画書 

学校名 米子白鳳高等学校 

重点項目 特別支援教育重点校 提出日 令和３年２月４日 

 

１ 学校目標 

 多様な背景を持つ生徒に「学ぶ意欲」を育て、「優しさと感謝」の心を育み、「自分も役に立

ちたい」と前向きに共生する資質と自立のための能力・態度を育む。 

（１）学ぶ意欲の喚起・育成 

（２）心豊かに他と共生する態度の育成 

（３）「ふるさと」とつながる心を育成 

（４）社会的な自立に向けた支援 

２ 重点項目に係る目標 

【特別支援教育の充実】 

 特別支援教育の観点から学校全体で生徒を育てるという意識を持ち、全職員が生徒の情報

を共有し、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、特別支援教育支援員、白鳳

サポーター、関係機関などと連携したきめ細かい支援体制を組み、さらに必要な生徒には「合

理的配慮」を行うことで、困り感を可能な限り軽減して、学習に取り組めるように支援するこ

とができる。 

【自己理解の促進】 

 生徒自身の自己理解を進める生徒向け講演会を行い、自己理解を促す。また年間を通して自

己理解・他者理解を深めるロングホームルームを行うことで、誰もが居心地よく、違いを認め

合いながら共に育つクラスをつくることができる。さらに、１年次の４月当初には集中的にグ

ループワークを取り入れることで、安心できる居場所としてのクラスの雰囲気づくりを行い、

春先の人間関係をうまく築けないことによる不適応を予防することができる。またスクール

カウンセラーによる「ストレスマネジメント」・「新入学生徒面談」を通して不安軽減を行う

ことで、不登校を解消することができる。 

【連続性のある一貫した支援の充実】 

 中学校や関係機関と連携し、小学校以前の支援の引継ぎ会や「個別の教育支援計画」等を活

用しながら、一人一人の個に応じた連続性のある一貫した支援を充実させることができる。 

【個に応じた進路指導】 

 進路指導主事、キャリアアドバイザーなどの校内支援体制に加え、若者サポートステーショ

ン、障害者就業・生活支援センターしゅーとなどの外部機関とも連携して、きめ細かく支援・

指導することで、より多くの生徒が個々の適性に合った進路を決定することができる。 

【通級による指導における内容の充実】 

「自立活動」（自校通級）の指導を実施し、発達障がい等による学校生活での困難やつまず

きを抱えている生徒は、その困難さを軽減し克服することができる。 

＜数値目標＞ 

・令和２年度定時制通級による指導を７名で実施。（定員 ２年次３名程度、３年次３名程度） 

・令和３年度定時制課程は通級による指導を７名実施予定。 

・令和３年度通信制課程は通級による指導を１名実施予定。 
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【学校設定科目「ソーシャルスキル」における内容の充実】 

定時制における学校設定科目「ソーシャルスキル」で、対人関係や社会的技能に関わる困難

さを感じている生徒を対象に、自己理解を深めるとともに、ソーシャルスキルトレーニング等

を実施し、学校生活や卒業後の社会生活を営むうえでの技術を身につけさせることができる。 

３ 事業計画（事業名、事業概要） 

【高等学校課事業】 

（１）職員研修会（年３回） 

   県外大学関係者および専門機関の専門家、または本校職員を講師に実施 

・「ユニバーサルデザイン・合理的配慮について」本校職員 

・「ＱＵの１年生分析と支援検討会」本校職員 

・『みんなが「わかる」「できる」ための支援の在り方』ＬＤ等専門員 村尾慎一氏 

 

（２）生徒向け講演会（年１回） 

   定時制課程生徒対象で県内外の専門教職員および発達障がい当事者を講師に実施 

   ・対象生徒：定時制課程生徒  講師：ＬＤ等専門員 村尾慎一氏 

 

（３）先進校視察等 

   県外の先進校への視察 

   ・県立佐世保中央高等学校（長崎県） 

   ・県立北斗高校（青森県） 

   ・私立星嵯高等学校（神奈川県） 

   ・東京都チャレンジスクール２校程度 

 

（４）若者サポートステーション職員による相談 

   生徒の希望に応じて進路相談を実施 

 

【学校独自事業】 

○学ぶ意欲育成事業 

 ・白鳳サポーター 

   島根大学で臨床心理学を専攻する大学院生と、教育学部の大学生に定期的に来校して

もらい、生徒の学習を個別に支援したり、生徒同士のコミュニケーションが円滑に行われ

るように支援したりする。 

 

○豊かな心育成事業 

 ・自己理解・他者理解 

上記の高等学校課事業「高校における特別支援教育充実事業」で実施 

※枚数任意 


